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令和７年度 大分地方最低賃金審議会 

大分県最低賃金専門部会 

 

 

１ 日時  令和７年８月 21 日（木）午前 10 時 00 分～ 

 

２ 場所  第２ソフィアプラザビル ４階会議室 

（大分市東春日町 17 番 20 号） 

 

３ 出席委員 

公 益 代表：井田委員、田中委員、松隈委員 

労働者代表：阿部委員、二宮委員 

使用者代表：大塚委員、藤野委員、渡辺委員 

 

４ 事務局 

大分労働局：池辺労働基準部長、竹内賃金室長、徳部地方賃金指導官 

 

５ 議題  

（１）金額審議について 

  （２）その他 

 

６ 議事録 

 

賃金室長 

委員の皆様方には、お忙しい中、お集まりいただきましてありがと

うございます。 

本日は、藤本委員からご欠席とのご連絡をいただいております。 

このため、本専門部会は、８名が出席されており、最低賃金審議会

令第５条第２項及び第６条第６項の規定により、有効に成立している

ことを御報告いたします。 

それでは、以後の議事進行につきまして井田部会長、よろしくお願

いします。 
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部 会 長 

ただ今から大分県最低賃金専門部会を開催します。 

議題１「金額審議」に入ります。 

最初に、前回の金額審議の概要を申し上げますと、 

 

労側からは、 

使用者側意見である、価格転嫁が十分に進んでいるわけではないと

いう状況は理解する。ただし、物価上昇に負けない賃金引上げが必

要ではないか。それが経済の好循環を促すものであろうと考える。

使用者側意見の提示については持ち帰って検討することとし、現時

点での新たな金額提示は行わない 

などのご意見がありました。 

 

一方、使側からは、 

地域の中小企業の実態として、価格転嫁が必ずしも進んでいない実

態がアンケート等で明らかになっている。目安額については賃金の

支払能力という点で大分の実情を十分に反映しているとは言えず、

物価高騰への対応を最低賃金引上げに負わせるものになっている。

このような状況ではあるが統計による賃上げ率 4.03％を考慮し新た

な金額を提示する 

 

などのご意見がありました。 

    

本日は、４回目の金額審議となります。 

本日は審議を尽くして取りまとめを行いたいと思います。労使委員の

皆さま、ご協力をお願いします。 

まずは、全体会議の場で、何かご発言やご意見がございましたら、お

願いします。 

労側委員いかがですか。使側委員いかがですか。 

 

【意見等なし】 

部 会 長 

それでは、公労会議、公使会議に入りたいと思います。 
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まずは、事務局から本日の協議場所の説明をお願いします。 

 

賃金室長 

協議場所につきまして、前回と同様、当会議室が公労会議、公使会

議の場となりますので公益委員の皆様は会議室にお残りください。 

労働者側委員の皆様は、３階の職業安定部の会議室を、使用者側委

員の皆様は、３階の雇用環境・均等室奥の委員会室を控室として用

意しています。 

協議が終了したのちには、また、当会議室にお集まりいただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

部 会 長 

最初に、労側から、ご意見をお聞きしたいと思います。 

使側は、控室にご移動をお願いします。 

 

それでは、これから、公労会議に入ります。報道関係者の方は、傍

聴できませんので退出をお願いします。 

公労・公使会議が終了し全体会議を再開する際に、事務局からお声

かけします。 

 

  それでは公労会議を始めます。 

 

（二者協議） 

部 会 長 

それでは、全体会議を再開します。 

労使それぞれから御意見をお伺いし公益の方で調整を行いました。 

使用者側からは、アンケート結果などから経営上の懸念として原材

料費の上昇があること、急激な賃上げということに対する経営上の懸

念があるというご意見をいただきました。近隣県の状況も踏まえて改

めて次回、金額の再提示を行うということで、本日の再提示は行わな

いということでした。 
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労働者側からは前回までの金額から修正した金額を提示いただいた

わけですが、使側からの金額提示がないということもありますので、

本日、結論をまとめるということにはならない、ということでした。 

このため、引き続き協議していきたいと思いますが、労使各側から

何か話しておきたいことはないですか。 

 

【意見等なし】 

部 会 長 

それでは、次回開催日を決めたいと思います。 

専門部会の開催予備日として、８月 25 日を予定しております。 

８月 25 日（月）午前 10 時からとしたいと思いますが皆様いかがで

しょうか。 

           【異議なし】 

部 会 長 

それでは、次回の専門部会は、８月 25 日（月）午前 10 時からとし

ます。 

次回の専門部会では、審議をつくし、できれば全会一致で結審し、

本審で答申を行うことができればと思いますので、労使委員の皆様よ

ろしくお願いします。 

最後に事務局からお願いします。 

 

賃金室長 

それでは、次回の専門部会を、８月 25 日（月）午前 10 時から、こ

の会場で開催をお願いしたいと思います。 

また、次回専門部会におきまして結審となりました場合には、本審

の日時について調整させていただきたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

 

部 会 長 

それでは、以上で本日の専門部会を終了します。 

本日の議事録の確認委員は、阿部委員、渡辺委員にお願いします。 

皆様、大変お疲れ様でした。 

 


